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今治市観光振興計画改定業務 

公募型プロポーザルへの質問及び回答の公表について 

番号 質問内容 回 答 

１ 

企画書作成にあたり、以下の資料を公開いただくことは可能でし

ょうか。 

・現行の今治市観光振興計画（2021-2030）の中間評価報告書また

は進捗管理資料 

・過去 3～5 年分の観光統計データについて、加工可能形式（Excel

等）での提供 

・観光統計の詳細データ（属性別データ、地区別データ、季節別デ

ータ、消費単価等） 

・HP 未公開の既存調査報告書（観光客アンケート、事業者調査、

満足度調査等） 

・観光関連予算の推移データ（事業別内訳を含む） 

・現行の今治市観光振興計画（2021-2030）の中間評価報告書また

は進捗管理資料について 

現行計画に係る各種取組状況等については、今回の改定業務に

おける現状分析・課題整理の中で整理・分析を行う予定としており

ます。なお、企画提案書の作成にあたっては、現在公開している計

画書及び関連資料をご参照ください。 

・過去 3～5 年分の観光統計データについて、加工可能形式（Excel

等）での提供について 

提供可能な範囲で提供します。HP へ掲載しましたのでご利用く

ださい。 

①観光統計の詳細データ（属性別データ、地区別データ、季節別デ

ータ、消費単価等）について 

②HP 未公開の既存調査報告書（観光客アンケート、事業者調査、

満足度調査等）について 

③観光関連予算の推移データ（事業別内訳を含む）について 

①～③の資料につきましては、現時点での事前提供は予定して

おりません。企画提案書の作成にあたっては、今治市公式ホームペ

ージ等で公開している情報を参考にご提案ください。 
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今治市観光振興計画改定業務 

公募型プロポーザルへの質問及び回答の公表について 

番号 質問内容 回 答 

２ 

ヒアリング調査について、「関係事業者・団体等(10～15 件程度)」

について、発注者で想定している具体的な団体・事業者や特定の分

野はございますか。特に観光協会、DMO、商工会議所等の主要団

体は必須対象となりますか。 

現時点での具体的な想定はございません。 

３ 

市内部の観光関係部署へのヒアリングは想定されていますか。想

定されている場合、当該部署へのヒアリングは仕様書に定められ

ている(10～15 件程度)に含まれますか 

市内部の観光関係部署へのヒアリングは想定されておらず、(10～

15 件程度)に含まれません。 

4 

検討会議の委員構成について、市側で想定されている学識経験者、

事業者代表、市民代表等の人数バランスや具体的な候補者の想定

はございますか。 

現時点では、学識経験者、観光団体、商工団体、旅行事業者、ホテ

ル組合、交通事業者等 10 名程度を想定しております。 

5 検討会議委員の選定・依頼は発注者が行いますか。 本市において実施いたします。 

6 

市議会への説明（委員会報告等）を実施される想定はございます

か。実施される場合、説明に必要な資料作成が発生する可能性はご

ざいますか。 

議会への説明については現在検討中でございますが、実施する際

には必要な資料等を提供いただき、本市において議会報告用資料

を作成予定です。 

7 

仕様書 5(5)では受託事業者からの別途提案があれば規格・仕様変

更可能と記載されておりますが、例えば以下のような変更提案は

受け入れ可能でしょうか。 

・計画本体のページ数増（例：40 ページ→50 ページ） 

・印刷仕様の変更（例：中綴じ→無線綴じ） 

より効果的な計画書作成につながるものであれば、協議のうえ変

更を認める場合があります。 

そのため、例示いただいたような提案についても、内容や必要性等

を踏まえ、受け入れ可能です。 
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今治市観光振興計画改定業務 

公募型プロポーザルへの質問及び回答の公表について 

番号 質問内容 回 答 

8 

観光振興計画イメージパース（鳥瞰図）について、生成 AI の活用

は許容されますか。 

活用自体を制限するものではありませんが、生成 AI のみで作成し

た成果物をそのまま提案することを想定しているものではなく、

本市の地域特性や観光資源、計画趣旨等を踏まえた企画・構成・編

集等について、事業者による十分な検討及び調整が行われている

ことを期待しています。なお、著作権等については十分ご注意くだ

さい。 

9 

宿泊税導入について、本計画で検討・提案すべき範囲はどのような

内容でしょうか。（例：方向性の提示を行う、制度設計の詳細まで

行う等） 

本計画においては、現時点では宿泊税導入に係る基礎的な整理や

導入の方向性、必要性、活用イメージ等についての検討・提案を想

定しており、具体的な制度設計の詳細までを予定しておりません。 

 


